
 

 

 

 

 

 

 

 ３月１２日、「２６春闘」でＪＲ東労組が求めた「ベア一律 18,000 円」「現行の定期昇給額の水準を

維持した昇給」「夏季手当３.２ヶ月＋５万円」に対し、会社は「ベア平均 3,271 円（能力昇給区分 2 の

額）」「従来の定期昇給平均 3,271 円（能力昇給区分 2 相当）」「夏季手当役割遂行賃金の２．９ヶ月」と

超低額回答が示されました。ＪＲ東労組は、当然納得がいかず席上妥結せず持ちかえっています。 

 

 組合員からは「夏のボーナスは過去最高と言

うが、どう計算しても 9 万円下がる」と落胆の

声が出されています。 

それは、期末手当の算出基礎となる各種手当

が、制度改正によって変わるからです。これで

本当に「過去最高」になるのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 また、多くの組合員・社員から会社資料にある「計算式がわかりづらい」「どうしてそうなるの？」   

「詐欺じゃないか？」との声が出されています。 
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【基準内賃金】 

・基本給 

・管理手当等 

・都市手当 

・扶養手当 

【役割遂行賃金】 

・職務能力給 

・マネジメント手当 

・業務手当 

期末手当の算出基礎となる賃金と手当 

×２.９ヶ月 ×２.９ヶ月 

制度改正 

ベア３，２７１円(0.92%) 

昇給３，２７１円(0.92%) 

は、わかるが… 

制度改正で 14,418円(3.88%)？ 

各種手当等の引上げ 
 

２２，１６５円 

（５.６４％） 

職務能力給引上げ 
 

２０，９６０円 

（５.７２％） 

合計 
 

４３，１２５円 

（１１.３６％） 

会社は「全社員の職務能力給を１万円以上引き上げる」ためと述べているが…制度改正で初任給を高卒（地域総合職）で 

32,900 円引き上げ、その調整として勤続年数に応じて職務能力給を引き上げる。平成 26 年以前の採用者は 10,000 円引き上

げとなる。しかし、これは「制度改正」であってベースアップとは別物だ！ 

入社年度 令和 8 令和 7 令和 6 勤続年数が 1年増える 

ごとに 2,000円を減額 

平成 29 平成 28 平成 27 平成 26 以前 

職務能力給の加算額 32,900 30,900 28,900 14,900 12,900 10,900 10,000 
【賃金カーブイメージ】 

制度改正で定期昇給が能力昇給となり、賃金カーブが寝てし

まう。そのため初任給を引き上げ、賃金カーブの立ち上がり

を引き上げている。 

昇給額 係職※ 指導職 主任職 主務職 主幹 B 主幹 A 

現行 5,000 5,500 5,900 6,000 6,300 6,600 

区分２ 3,000 3,100 3,200 3,500 3,700 3,800 
※現行の係職１等級は 4,000円、係職２等級は 5,000 円 

 

 

 

 

制度改正で各種手当が

変更となるが、これで

月に 22,165円も引き上

がるとは考えにくい。 

乗務員からは「むしろ

下がる」との声が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行の手当】 

・管理手当等 ・都市手当 

・扶養手当  ・職務手当 

・技能手当  ・別居手当 

・乗務員手当 ・寒冷地手当 

・住宅援助金 

・住宅ローン支援給付 など 

【改正後の手当】 

・マネジメント手当 

・業務手当 

・住宅等手当 

・子ども手当 制度改正 

能力昇給額は現行の所定昇給額より下がる

ものの、定年延長や持続的な昇給額により 

全社員の６５歳までの総収入が増額 

（ ① ＋ ③ ）＞ ② 

① 

② 

③ 
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